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　認知症についての基本的な知識を有し、
認知症の人や家族の身近な理解者・見守
り役等として活躍する「認知症サポー
ター」。オレンジリングを腕に、あなたも
「応援者」になりませんか？

●日時 10月17日（木）　14:00～16:00
●場所 市役所別館会議室
● 対象者 市内に住所を有し、市内に居
住又は勤務する人

●定員 30人　※先着順
●受講料 無料
● 応募 市高齢福祉課に電話・FAX 又は
専用フォームから応募
※ ９月９日（月）から受付開始、定員に達
し次第受付終了
※受講者にはオレンジリングを配布

　介護について同じ悩みを持つ人たちと
集まり、お互いに話したり聞いたりして
ほっと一息ついてほしい。そんな願いを
込めた介護者の交流会です。

●日時

● 場所 リナシティかのや２階社会福祉
協議会
● 対象者 現在、在宅で高齢者等を介護
している人
●参加料 無料
● 応募　申込締切までに市地域包括支援
センター（☎0994-45-6969）へ連絡

期日 時間 申込締切

     11/12（火）
10:00 ～ 12:00

    11/  8（金）

R7.  3/12（水） R7.  3/10（月）
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　市では、介護事業所等の職員を対象に専門研
修を行い、サポートワーカーを養成しています。
サポートワーカーは介護・生活相談や普及啓発
活動など、認知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる体制づくりを担っています。

オレンジのまど
　認知症に関する身近な相談
窓口として、市内事業所で開
設しています。サポートワー
カーが相談に応じてサポート
やアドバイスを行います。
　悩みごとや困りごとがある
場合は、お近くの「オレンジ
のまど」までご相談ください。
（R6.7 月末時点で市内 57事
業所に設置）

かのやオレンジカフェ
　「オレンジのまど」を開設している事業
所では、認知症カフェを開催しています。
認知症の人やその家族、地域住民などが集
まり、互いに交流するための場です。どな
たでも参加できますので、参加を希望する
人は各事業所
へお問い合わ
せください。
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認知症疾患医療センター

公益社団法人いちょうの樹
メンタルホスピタル鹿屋

0994-36-1870

鹿屋市地域包括支援センター

基幹型地域包括支援センター 0994-45-6969

ブランチ

ヴィラかのや 0994-44-0021

悠々 0994-40-8320

陵幸園 0994-58-5055

鹿屋長寿園 0994-43-2546

以和貴苑 0994-62-8881

慈恵園 0994-48-3535

グリーンバード 099-485-1185

花岡の里 0994-46-5051

朋愛園 0994-41-2431

行政

鹿屋市役所高齢福祉課
地域包括ケア推進係

0994-31-1116

認知症相談窓口

公益社団法人認知症の人と家族の会
鹿児島県支部

099-257-3887

県若年性認知症支援コーディネーター 099-251-4010

若年性認知症コールセンター 0800-100-2707

地域

かのやオレンジのまど 市内57事業所（R6.7 月末時点）

運転免許に関する相談

鹿屋警察署交通課 0994-44-0110

まずは相談
　少しでも不安や心配がある時には、ま
ずはお気軽にご相談ください。

　認知症高齢者などの行方が分からな
くなった際に、位置を確認できるGPS
端末機を貸し出します。端末機を内蔵で
きる専用シューズの購入も可能です。

● 対象者 次の要件をすべて満たす人
○市内に住所を有し、市内に居住する人
○ 在宅で生活する認知症高齢者や若年性認知症に相当す
ると認められる人を介護する家族又は主たる支援者
●利用料 月額330円
※ 専用靴購入費用（１万円程度）又は、既存の靴を加工
して使用する場合は別途加工費が必要
● 申込 申請書等を市高齢福祉課に提出
※ 申込書等は市高齢福祉課又は市ホームページに有り

（装着イメージ）

　認知症の方が身に付けるものに貼ること
で、行方不明になった際に身元を早期に判
明できるようにするためのシールです。

●利用料 無料
● 申込 申請書等を市高齢福祉課に提出
※ 申込書等は市高齢福祉課又は市ホーム
ページに有り

① あらかじめ、衣服や持ち物
にシールを貼り付けておく
② 発見者がシールをスマート
フォン等で読み取る
③ 表示されたコールセンター
へ連絡し、ID（カタカナ）
を伝える
④ 報告を受けたコールセン
ターが家族等へ連絡

むきあう・ささえる-認知症-

9｜   Vol.448 September  2024 ｜ 8


